
 
 【苦情受付担当者】事業所職員
  〇苦情の受付
  〇苦情内容、申出人の意向等の確認と記録
  〇受付内容、対応状況等を苦情解決責任者・第三者委員へ報告
   （第三者委員への報告は、申出者の意向による）

 【苦情解決責任者】施設⻑
  〇事実確認・事実調査/原因調査
  〇申出人との話し合いの設定（第三者委員立会い要請）
  〇申出人への事情説明、解決策の提⺬
  〇事業者対応の改善報告、解決結果報告

 【第三者委員】
  〇申出人から直接相談を受付
  〇苦情受付担当者から報告
  〇申出人への受付報告（苦情受付報告書をもって通知）
  〇苦情解決責任者との情報共有
  〇事業所への事実確認・事実調査
  〇事業所への助言
  〇申出人への助言
  〇申出人と事業所の話し合いへの立会い

【事業所の苦情解決の仕組み】

【申出人】利用者・保護者等

苦情の申出                      話し合い

事業所段階における苦情解決の仕組み


